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行
政
手
続
き
に
お
け
る
押

印
の
見
直
し
を
行
う
も
の
で

す
。

 

（
全
員
賛
成
で
可
決
）

期
末
手
当
の
支
給
割
合
を

改
定
す
る
も
の
で
す
。

 

（
全
員
賛
成
で
可
決
）

国
の
特
別
職
の
職
員
の
期

末
手
当
の
支
給
割
合
が
改
定

さ
れ
る
こ
と
に
伴
う
も
の
で

す
。

 

（
全
員
賛
成
で
可
決
）

飛
島
村
固
定
資
産
評
価
審

査
委
員
会
条
例
及
び
飛
島

村
職
員
の
服
務
の
宣
誓
に

関
す
る
条
例
の
一
部
改
正

飛
島
村
議
会
の
議
員
の

議
員
報
酬
、
費
用
弁
償

及
び
期
末
手
当
に
関
す

る
条
例
の
一
部
改
正

飛
島
村
特
別
職
の
職
員

で
常
勤
の
も
の
の
給
与

及
び
旅
費
に
関
す
る
条

例
の
一
部
改
正

国
の
特
別
職
の
職
員
の
期

末
手
当
の
支
給
割
合
が
改
定

さ
れ
る
こ
と
に
伴
う
も
の
で

す
。

 

（
全
員
賛
成
で
可
決
）

人
事
院
勧
告
に
よ
り
一
般

職
の
国
家
公
務
員
の
期
末
手

当
の
支
給
割
合
が
改
定
さ
れ

る
こ
と
に
伴
う
も
の
で
す
。

 

（
全
員
賛
成
で
可
決
）

期
末
手
当
の
支
給
割
合
を

改
定
等
す
る
も
の
で
す
。

 

（
全
員
賛
成
で
可
決
）

飛
島
村
教
育
長
の
給
与
、

勤
務
時
間
そ
の
他
の
勤

務
条
件
に
関
す
る
条
例

の
一
部
改
正

飛
島
村
職
員
の
給
与
に
関

す
る
条
例
の
一
部
改
正

飛
島
村
パ
ー
ト
タ
イ
ム
会

計
年
度
任
用
職
員
の
給
与

及
び
費
用
弁
償
に
関
す
る

条
例
の
一
部
改
正

未
就
学
児
に
係
る
国
民
健

康
保
険
税
の
被
保
険
者
均
等

割
額
の
減
額
措
置
の
導
入
等

の
措
置
を
講
ず
る
も
の
で
す
。

 

（
全
員
賛
成
で
可
決
）

国
が
定
め
る
、
家
庭
的
保

育
事
業
等
の
設
備
及
び
運
営

に
関
す
る
基
準
の
一
部
改
正

に
伴
う
も
の
で
す
。

 
（
全
員
賛
成
で
可
決
）

国
が
定
め
る
、
特
定
教

育
・
保
育
施
設
及
び
特
定
地

域
型
保
育
事
業
並
び
に
特
定

子
ど
も
・
子
育
て
支
援
施
設

等
の
運
営
に
関
す
る
基
準
の

一
部
改
正
に
伴
う
も
の
で
す
。

 

（
全
員
賛
成
で
可
決
）

飛
島
村
国
民
健
康
保
険

税
条
例
の
一
部
改
正

飛
島
村
家
庭
的
保
育
事
業

等
の
設
備
及
び
運
営
に
関

す
る
基
準
を
定
め
る
条
例

の
一
部
改
正

飛
島
村
特
定
教
育
・
保
育
施

設
及
び
特
定
地
域
型
保
育
事

業
の
運
営
に
関
す
る
基
準
を

定
め
る
条
例
の
一
部
改
正

愛
知
県
道
路
占
用
料
条
例

の
一
部
改
正
に
伴
う
も
の
で

す
。

 

（
全
員
賛
成
で
可
決
）

消
防
団
員
の
報
酬
等
の
基

準
の
策
定
等
に
つ
い
て
、
国

か
ら
消
防
団
員
の
処
遇
改
善

が
提
言
さ
れ
た
こ
と
に
伴
う

も
の
で
す
。

 

（
全
員
賛
成
で
可
決
）

株
式
会
社
日
本
政
策
金
融

公
庫
が
行
う
恩
給
担
保
金
融

に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正

に
伴
う
も
の
で
す
。

 
（
全
員
賛
成
で
可
決
）

飛
島
村
道
路
占
用
料
条

例
の
一
部
改
正

飛
島
村
消
防
団
条
例
の

一
部
改
正

飛
島
村
消
防
団
員
等
公
務
災

害
補
償
条
例
の
一
部
改
正

尾
張
旭
市
長
久
手
市
衛
生

組
合
を
脱
退
さ
せ
、
規
約
を

変
更
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し

た
。
構
成
市
町
村
へ
の
協
議

が
必
要
な
た
め
、
議
決
を
求

め
る
も
の
で
す
。

 

（
全
員
賛
成
で
可
決
）

企
業
団
の
共
同
処
理
す
る 

事
務
の
区
域
に
愛
西
市
に
係

る
農
業
集
落
排
水
事
業
区
域

及
び
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
・
プ
ラ

ン
ト
整
備
事
業
区
域
を
加
え

る
こ
と
と
し
、
規
約
を
変
更

す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

構
成
市
町
村
へ
の
協
議
が
必

要
な
た
め
、
議
決
を
求
め
る

も
の
で
す
。

 

（
全
員
賛
成
で
可
決
）

　

規
約
の
協
議

愛
知
県
市
町
村
職
員
退
職
手

当
組
合
を
組
織
す
る
地
方
公

共
団
体
の
数
の
減
少
及
び
愛

知
県
市
町
村
職
員
退
職
手
当

組
合
規
約
の
変
更

海
部
南
部
水
道
企
業
団

規
約
の
変
更

２
０
２
２
年
２
月
24
日
、

ロ
シ
ア
は
ウ
ク
ラ
イ
ナ
へ
の

軍
事
侵
攻
を
行
っ
た
。

こ
の
こ
と
は
、
ウ
ク
ラ
イ

ナ
の
主
権
及
び
領
土
の
一
体

性
を
侵
害
し
、
武
力
の
行
使

を
禁
ず
る
国
際
法
の
深
刻
な

違
反
で
あ
り
、
断
じ
て
容
認

す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

よ
っ
て
、
飛
島
村
議
会
は
、

ロ
シ
ア
軍
に
よ
る
ウ
ク
ラ
イ

ナ
へ
の
攻
撃
と
主
権
侵
害
に

抗
議
す
る
と
と
も
に
、
ロ
シ

ア
に
対
し
、
即
時
に
攻
撃
を

停
止
し
、
無
条
件
で
の
完
全

撤
退
を
強
く
求
め
る
も
の
で

あ
る
。

ま
た
、
政
府
に
対
し
て
は
、

関
係
各
国
及
び
国
際
社
会
と
の

緊
密
な
連
携
の
も
と
厳
格
か
つ

適
正
な
対
応
を
講
じ
ら
れ
る
よ

う
求
め
る
も
の
で
あ
る
。

以
上
、
決
議
す
る
。

 

提
出
者　

井
田　

晴
己

 

（
全
員
賛
成
で
採
択
）

　

決
　
議

ロ
シ
ア
に
よ
る
ウ
ク
ラ
イ

ナ
侵
攻
に
つ
い
て
の
決
議

条　
例　
改　
正


